
2020/1/20 京都市学童保育・児童館連絡協議会

門川大作

京都市では、子どもやその家庭を社会全体ではぐくみ、支えていくため、児童館・学童クラブをはじめ、つどいの広場、放課後ほっとひろばな
ど、子育て支援機能を確保・充実してきました。特に学童クラブについては、これまでから、実施箇所の拡充、小学校区に行ける場所の確保な
ど、子どもたちが安心・安全に過ごすことのできる環境づくりを進めており、例えば、平成２７年度からの子育て支援新制度の施行以降では、新
たな実施場所として２７か所を確保したところです。今後とも、利用ニーズを見極めながら、全小学校区で学童クラブ機能の確保に努め、できる
限り小学校区内で実施場所を確保するなど、身近な地域で必要な子育て支援機能を確保してまいります。

村山祥栄
小学校区ごとに学童クラブが必要だと考えております。平成29年の3月に京都市会で採択されました「児童館未設置学区エリアの子育て機能の充
実・拡充」の請願にも紹介議員として協力しております。今回、マニフェストにも、「児童館機能の全学区設置」を掲げております。

福山和人
小学校区を超えて学童クラブに通うことは、とりわけ低学年の子どもにとって大きな負担です。学童クラブはすべての小学校区に少なくとも１か
所は必要であり、学区の状況によっては複数か所必要です。京都市として、学童保育所・児童館の増設を計画的に進めます。

京都市長選挙に向けての公開質問状への回答

京都市連協では、2月2日投開票となる京都市長選挙に際して、子ども・保護者・指導員の視点から、７
つの質問を各候補者にお渡しし、すべての候補者から回答をいただきました。これを公開いたしますの
で、学童クラブに関わる皆様方の投票の参考にしていただければと思います。（なお、各候補者からの回
答は、立候補届け出順にしております）

１． 現在京都市では、すべての小学校区に学童クラブがありません。そのため小学一年生も小学校区を越えて学童クラブに通う実態
があります。私たちはすべての小学校区に同質の学童クラブが必要と考えますが、いかがお考えでしょうか。
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平成２７年４月からの子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、対象の上限が小学校３年生（障害のある児童は小学校４年生）から小学校６年生
に拡大されたことなどを背景に、全国的に、学童クラブ事業における待機児童が問題になっております。京都市では、これまでから、登録児童数
が多い学童クラブへの職員加配や分室設置など保育の質の維持・向上に取り組んでおります。平成２７ねん３月には、、児童１人あたり概ね１.
６５m２以上の面積確保、１クラスあたり概ね児童４０にん、２人以上の職員配置など、条例で設備・運営の基準を定め、基準に基づく適切な運
営が確保できるよう努めています。この間、利用者の増加に伴い、登録児童数が多い学童クラブも増加していますが、２７か所の新たな実施場所
を確保するとともに、１８０人もの職員を大幅に増員し、総数６８８人配置するなど、京都市が定める設備・運営基準に基づき、規模に応じた面
積及び人員を基本的には確保しております。引き続き、必要に応じた職員の配置や新たな実施場所の確保など、保育の質の維持向上に取り組んで
いきます。

村山祥栄

想定利用保育量を超えた利用希望があり、人数が多くなっていることは課題だと考えております。しかし、人数制限を厳しくすると待機児童が生
まれてしまうという現実もあります。先ずは、学童クラブがない学区への増設を行いながら人数を分散させていきたいと考えております。

福山和人

狭い施設では、のびのび遊べない、しんどくなっても休養できるスペースがない、おやつは全員で座って食べられず２回に分けて食べる、発達障
害などがある子どもは、人数が多すぎて落ち着けないといった事態が生じています。子どもにとって明らかに生活の質の低下です。学童保育所・
児童館の増設とあわせて、施設の増床などに対する支援策を検討します。

２． ５年前に策定した「京都未来こどもはぐくみプラン」で想定した保育の量の見込みを大きく超え、３０以上の児童館で登録児童
数１００人を越えています。こうした中、施設の狭隘化、指導の目が届かないなど、生活の質の低下が懸念されます。学童クラブ事
業の現状をどう見ておられますか。市長になられたらどのような施策をお考えでしょうか。
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国において、学童クラブの職員配置基準が「従うべき基準」から「参酌基準」へと見直され、令和２年から、地域の実情に合った職員配置とする
ことが可能となりましたが、放課後の子どもたちの生活の場と保育の質をしっかり確保するという観点から、これまでの配置基準を堅持し、適切
な運営が確保できるよう取り組んでまいります。

村山祥栄
参酌基準は原則適合させていく方向ですが、現状で基準だけを厳正に守ると、待機児童が生まれてしまいます。職員確保が難しい状況があります
ので、職員確保ができるように対策を進めて参ります。

福山和人

学童保育指導員の配置基準を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に変更したことは、学童保育に対する国の責任の放棄です。また、省令基
準で「１単位あたりおおむね４０人」と定められましたが、実態は「おおむね」の幅が大きく、１クラス７０人を超えるような施設も少なくあり
ません。「おおむね」とせず、「１単位４０人」よりも少ない基準を定めるべきです。こうした改善を行うように国に対し強く要望するととも
に、京都市として、保育の質を確保できるよう独自の基準を設けるなどの施策を検討します。

３． 昨年の国会で、職員の配置について『従うべき基準』であった「常勤２名、１名以上は資格保有者」が『参酌基準』となりまし
た。また「１支援の単位あたりおおむね４０名」についても、十分確保されておらず、保育の質の低下が懸念されています。職員配
置基準・１単位あたりの児童数についてどのようにお考えですか。市長になられたらどのような施策をお考えでしょうか。
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地域学童クラブに対しては、地域の自主的な活動として、放課後児童の健全な育成を目的とした事業の補助をしておりますが、耐震工事など資産
形成につながる整備については、まずは事業運営者の方の責任において、対応いただくべきものと考えております。なお、事業運営者の方が、条
例に定めた設備・運営基準を満たすことができない場合は、必要な対応を図っており、例えば、利用児童数が増加傾向にある小学校区において、
京都市が学童クラブ事業の実施場所を確保した事例もあります。今後とも、地域や利用者の皆様のニーズなどを踏まえ、身近な地域でご利用でき
る子育て機能の確保に努めてまいります。

村山祥栄

地域学童クラブへの補助に関しましては、各事業者からもご意見を聞きながら、どの程度の補助が必要か、また、どの程度の補助が可能か、検討
して参ります。

福山和人

京都市は、地域学童クラブの運営に対し補助金を出しているものの、施設の増床や耐震工事などについては、市の条例に掲載されている学童クラ
ブへの施設整備補助制度しかありません。地域学童クラブは国の面積基準や施設整備の基準を満たす必要があるにも関わらず、自前で費用を工面
しなければなりません。地域学童クラブも子どもが放課後を過ごす重要な施設です。増床や耐震工事について国や自治体が費用補助を行うべきで
あり、施設整備も補助の対象とすることを検討します。

４． 京都市では児童館がない地域において地域学童クラブへの補助を行なっています。しかし民間を対象にした補助事業であるた
め、条例で定めた基準についての増床や耐震工事については、各事業者が運営に苦労されています。今後補助の対象にしてほしいと
の願いについてどのようにお考えでしょうか。
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指定管理者制度は、民間事業者等が有するノウハウを活用し、市民サービスの質の向上を図ることで、施設の設置目的を効果的に達成するもので
す。学童クラブ事業は、放課後の子どもたちの生活の場として非常に重要であるため、これまでから、経皮面よりも、サービスの質の向上の取組
や運営体制の確保、危機管理や安全管理の徹底など、「利用者の皆様に対して、どれだけ満足いただけるサービスを提供できるか」といった観点
からの評価を重視し、選定を行っているところです。重要なのは、適正な運営などを確保したうえで、子どもたちが安心・安全に過ごせる居場所
づくりをすすめることであり、その意味では、営利企業かどうかを問わず、様々な運営主体の方々が切磋琢磨していくべきと考えております。
よって、営利企業の参入が直ちに学童クラブの質の低下を招くとは考えておりません。

村山祥栄

指定管理者制度は、１つの施設に対し１つの事業者しか手を挙げない施設がほとんどとなってしまっており、本来の事業者間の競争により質を向
上させる目的が形骸化している傾向があります。営利企業イコール質の低下とは考えておりませんが、複数の施設が手を挙げる指定管理者制度に
改善し、結果としてサービスの質もあげていきたいと考えております。

福山和人

安倍政権は「公的サービスの産業化」を推進していますが、自治体が「住民の福祉の増進を図る」という公的責任を果たすためには、行き過ぎた
公務の民営化は見直すべきです。指定管理者制度は、公共施設の運営管理を株式会社など営利企業も含めて行えるようにする制度ですが、各地で
住民サービスの低下や雇用問題が生じるなどの問題がおこっています。指定管理者制度の導入は、住民サービスの維持・向上が図られるのか、自
治体の公的責任の後退につながらないか、慎重に判断すべきです。また、公共性の観点からも指定管理者は原則として非営利の事業者に限定し、
とりわけ保育など福祉分野の施設については営利企業の参入は認めるべきでないと考えます。

５． 京都市では指定管理者制度をとっていますが、この制度についてどのようにお考えですか。また営利企業の参入が各地で行わ
れ、保育の質が低下する事例も生まれています。京都市として営利企業への指定管理についてはどのようにお考えですか。
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担い手の処遇改善については、質の高い職員の確保に向けて、これまでから基本給の増額改定をはじめとした様々な取組を行っております。例え
ば、平成２７年度以降、改めに約６億円の独自財源を確保し、職員の経験年数等に応じた経験手当ての創設など、処遇改善の充実に取り組んでい
るところです。その結果、平均年収は全国平均の１.３倍、平成２６年度と比べると、約２０％増額しております、引き続き、担い手の処遇改善
に取り組んでまいります。また、担い手の確保についても、就職フェアや、児童館学童連盟の児童館人材マッチングセンターとの連携をはじめ、
平成３１年１月には、児童館で働きたい学生を増やすことを目的として、京都造形芸術大学、京都橘大学、児童館学童連盟との「児童館における
大学生等職業体験事業」の協定を締結するなど、あらゆる取組を進めております。今後も、関係団体の方々との密接な連携のもと、保育の質の更
なる向上に取り組んでまいります。

村山祥栄

学童クラブ職員の給与水準が低いことは課題に感じております。また職員確保（離職防止も含め）が課題となっておりますので、処遇改善は必要
と考えております。どの程度の改善ができるか、財源も精査をしながら前向きに対応して参ります。

福山和人

学童保育指導員など学童クラブに従事する職員は、非正規など不安定雇用が多く、賃金も他業種と比べてたいへん低水準におかれています。その
ため結婚し子育てできる生涯にわたっての職場となりえず離職も多いのが現状です。社会的役割にふさわしく職員の処遇改善を図ることが急務の
課題です。国に対して財政措置の拡充を求めるとともに、京都市として、賃金引き上げや正規化など学童保育・児童館職員の処遇改善を検討しま
す。

６． この間の施策で学童クラブに従事する職員の処遇の改善が図られてきています。しかし一方で採用した職員の離職が多いことも
お聞きします。職員の処遇について現状をどう見ておられますか。市長になられたらどのような施策をお考えでしょうか。
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中学校給食については、学識経験者やPTA、学校関係者等が参画する「中学校の健やかな成長を目指す望ましい食生活と昼食に関する検討委員
会」（平成９年２月設置）で検討した結果、平成１２年度から現行の制度を導入しており、以降、学校現場や生徒・保護者等のご意見を伺いなが
ら、献立等の改善に努め、温かいおかずを増やすなど、常に充実を図っていているところです。また、現在は保護者が手書きで申し込み、各校に
おいて教職員が手作業で集約している給食の予約管理について、保護者が直接スマートフォンやパソコンから申し込み、コンビニ丹生のうやカー
ド決済ができるシステムを令和２年２月の給食から運用開始する予定であり、これにより、保護者の申し込み手続きの簡素化を図るとともに、こ
れまで月単位だった申し込みを週単位で可能とする等、利便性の向上等を図ってまいります。さらに、平成３０年度の学校給食摂取基準の改正
や、令和３年度から「学校における食育すいしん」の趣旨が明記された中学校の新学習指導要領が実施されること等を踏まえ、今年度、教育委員
会において、約２０年ぶりに、前回同様の全中学校と抽出した約２０００名の生徒、また、新たにその保護者を対象とした実態調査と実施してお
り、その結果も踏まえ、生徒や保護者に喜んでいただける中学校給食の更なる充実と食育の一層の推進に取り組んでまいります。

村山祥栄

成長期の中学生にとって栄養バランスのとれた食事を摂取することは、健康維持・体力向上のためにも重要です。また、保護者の負担軽減の観点
からも、「全員制中学校給食」は必要と考えております。マニフェストにも掲げておりますよう、「全員制中学校給食」の導入を実現して参りま
す。

福山和人

京都府内で全員制の中学校給食を実施または計画していないのは京都市と亀岡市だけです。教育としての学校給食の役割はもちろんのこと、子ど
もの貧困・格差対策、子育て支援対策としても、全員制の中学校給食は早急に実施すべきです。子どもや保護者の意見を聞き、自校方式または最
寄りの小学校から運ぶ親子方式により計画的に導入します。

７． 学童に通う子供たちは数年後に中学校に進学します。共働きであるがゆえに中学校の生活、とりわけ学校給食には強い期待があ
ります。「中学校給食を実現して」の声についてどのようにお考えでしょうか。
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